
令和8年2月 福祉・くらし・水道 (6)広 報 か い づ か

詳しくは、ホームページでご確認いただくかお問合せください。参加費や費用などの記載のないものは無料です。

視
覚
障
害
者
の
た
め
の

教
養
講
座
「
ホ
ッ
と
ワ
ー

ク
」

日
時　

２
月

24
日(

火)

午

前
10
時
～
正

午内
容　

豚
ま

ん
づ
く
り　

参
加
費　

３
０
０
円

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先

中
央
公
民
館
☎
０
７
２
・
４
３

３
・
７
２
２
２

福 

祉
貝
塚
市
手
話
通
訳
者

要
約
筆
記
者
募
集

　

聴
覚
障
害
者
の
通
院
や
公
的

機
関
の
手
続
き
な
ど
の
日
常
生

活
の
支
援
や
社
会
参
加
を
促
進

す
る
た
め
、
貝
塚
市
手
話
通
訳

者
・
要
約
筆
記
者
を
募
集
し
ま

す
。

対
象　

手
話
通
訳
士
・
大
阪
府

登
録
手
話
通
訳
者
・
大
阪
府
登

録
要
約
筆
記
者
・
全
国
統
一
要

約
筆
記
者
認
定
試
験
の
合
格
者

な
ど

問
合
せ
先　

障
害
福
祉
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
０
１
２

大
阪
府
手
話
通
訳
者

養
成
講
座

期
間(

35
回
程
度)

　

５
月
～
令

和
９
年
３
月
頃

若年性認知症講演会

定
員　

10
人
程
度(

受
講
判
定

試
験
あ
り)

申
込　

受
講
申
込
書
ま
た
は
大

阪
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

申
込
期
間　

２
月
24
日(

火)

～

３
月
19
日(

木)

必
着

※
教
材
費
は
実
費
負
担
。

問
合
せ
先　

(

公
社)

大
阪
聴
力

障
害
者
協
会
☎
06
・
６
７
４

８
・
０
３
８
０(

平
日
午
前
９

時
～
午
後
９
時
、
土
曜
は
午
後

５
時
30
分
ま
で)

第
55
回
大
阪
府
視
覚
障
が

い
者
文
化
の
集
い
で
優
秀

な
成
績

　

次
の
方
が
優
秀
な
成
績
を
お

さ
め
ま
し
た
。(

敬
称
略)

短
歌
の
部

２
席　

篠
原
秀
雄(

鳥
羽)

問
合
せ
先　

障
害
福
祉
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
０
１
２

「
福
祉
の
お
仕
事
」

就
職
フ
ェ
ア

　

府
内
１
９
０
の
福
祉
関
係
の

法
人
の
担
当
者
と
直
接
面
談
が

で
き
ま
す
。
各
種
相
談
や
職
場

体
験
の
受
付
け
も
行
い
ま
す
。

　

申
込
み
は
不
要
で
す
。

日
時　

３
月
７
日(

土)

①
午
前

10
時
～
午
後
０
時
30
分
②
午
後

２
時
～
４
時
30
分

場
所　

Ｏ
Ｍ
Ｍ

ビ
ル
２
階(

大

阪
市
中
央
区
大

手
前)

問
合
せ
先　

大
阪
福
祉
人
材
支

援
セ
ン
タ
ー
☎
06
・
６
７
６

２
・
９
０
２
０

く
ら
し

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

◆
出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト

　

写
真
撮
影(

無
料)

と
申
請
書

作
成
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
ま
す
。

 

国
の
定
め
る
本
人
確
認
書
類

を
お
持
ち
い
た
だ
く
と
、
ご
自

宅
へ
カ
ー
ド
を
郵
送
で
き
ま

す
。

日
時　

２
月
15
日(

日)

午
前
10

時
～
午
後
１
時

場
所　

山
手
地
区
公
民
館

持
物　

通
知
カ
ー
ド(

お
持
ち

の
方)

、
本
人
確
認
書
類

◆
日
曜
開
庁(

予
約
優
先
制)

日
時　

３
月
１
日(

日)

午
前
９

時
～
正
午

場
所

　

保
健
・
福
祉
合
同
庁
舎

１
階

問
合
せ
先　

市
民
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
０
９
４
、
ID

２
７
９
７
８(

出
張
申
請)

・
２

７
８
１
１(

日
曜
開
庁)

民
間
賃
貸
住
宅
の

原
状
回
復
ト
ラ
ブ
ル
防
止

　

２
～
３
月

は
「
賃
貸
住

宅
原
状
回
復

ト
ラ
ブ
ル
防

止
啓
発
月
間
」
で
す
。

　

原
状
回
復
ト
ラ
ブ
ル
は
増
加

傾
向
で
す
。
大
阪
府
版
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
で
は
、
ト
ラ
ブ
ル
の
未

然
防
止
・
解
決
に
役
立
つ
情
報

申込

　リチウムイオン電池は、モバイル
バッテリーやスマートフォン・ワイ
ヤレスイヤホン・スマートウォッ
チ・携帯用扇風機など身の回りの
様々な商品に搭載されています。
　リチウムイオン電池は便利な一方
で、電池の発煙・発火事故も発生し
ています。

【使用の際のポイント】
・強い衝撃や圧力を加えないようにしましょう。
・高温になる場所では使用、保管しないようにしましょう。
・充電は安全な場所で、なるべく起きている時に行いましょう。
・異常を感じたら使用を中止しましょう。
・発火した時はまず安全を確保し、できれば大量の水で消火しま
　しょう。

【廃棄の際のポイント】
・リチウムイオン電池が使用されているかを確認しましょう。
・リサイクル可能なものはリサイクルしましょう。
・廃棄する前になるべく電池を使い切りましょう。
・廃棄する時は必ず自治体の分別ルールに従いましょう。
※廃棄について不明な時は、廃棄物対策課(☎072－433－7009)に
　問合せましょう。

相談・問合せ先　消費生活センター(市民相談室内)
　　　　　　　　☎072－433－7190

(127)

リチウムイオン電池の発火に注意!!

ホームページ

ホームページ

ホームページ

　65歳未満で発症する「若年性認知症」の方
は、全国に35,700人と推計されています。
　おおさか希望大使(認知症本人大使)である
森井洋一郎様をお招きし、普段の生活の中で
の工夫や心のありようなど、体験してきたこ
とを聴くことが出来る貴重な機会です。「若
年性認知症」について理解を深めませんか。

日時　３月15日(日)午前10時～11時30分

場所　市民福祉センター６階多目的ホール

定員　100人(定員になり次第締切)

申込　電話・ファックス(氏名・電話番号)

　　　二次元コードで

締切　３月13日(金)午後５時

※手話通訳を希望される方は２月24日(火)までにお知らせく

ださい。

申込・問合せ先　高齢介護課☎072－433－7010

　　　　　　　　　　　　 Fax072－433－7404

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
と

寡
婦
な
ど
の
方
へ

◆
パ
ソ
コ
ン
初
級
：
ワ
ー
ド
の

基
礎
と
エ
ク
セ
ル
３
級

期
間(

全
８
回)

　

４
月
４
日
～

５
月
23
日
の
土
曜
、
午
前
10
時

～
午
後
４
時

場
所　

①
対
面

：

大
阪
府
立
母

子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
②
オ

ン
ラ
イ
ン

：

ｚ
ｏ
ｏ
ｍ

対
象　

求
職
中
ま
た
は
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
の
た
め
資
格
取
得
を
目

指
す
就
業
中
の
方
で
、
ひ
と
り

親
家
庭
の
父
母
・
寡
婦
・
離
婚

前
の
困
難
を
抱
え
る
父
母

定
員　

①
20
人
②
30
人(

多
数

の
場
合
は
抽
選)

費
用(

変
更
あ
り) 　

①
１
万
３

５
０
０
円
②
１
万
４
５
０
０
円

申
込
方
法　

(1)
往
復
は
が
き
に
、

講
座
名
・
住
所
・
氏
名(

ふ
り

が
な)

・
生
年
月
日
・
職
業
・

電
話
番
号
・
ご
自
身
に
つ
い
て

(
ひ
と
り
親
・
寡
婦
・
離
婚

前)
・
受
講
動
機
・
過
去
に
同

セ
ン
タ
ー
で
受
講
し
た
講
座
・

Ｗ
ｉ
‐
Ｆ
ｉ
環
境
の
有
無
・
保

育
希
望
者
は
子
ど
も
の
氏
名
と

年
齢(

対
象
は
２
歳
～
就
学
前)

を
記
入
し
郵
送

(2)
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ締
切　

３
月
４

日(

水)

必
着

申
込
・
問
合
せ
先　

〒
５
３
７

‐
０
０
２
５　

大
阪
市
東
成
区

中
道
１
‐
３
‐
59　

大
阪
府
立

母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援

セ
ン
タ
ー
☎
06
・
６
７
４
８
・

０
２
６
３

森井洋一郎様

水 

道

水
道
料
金
の
支
払
い
は

便
利
な
口
座
振
替
で

　

口
座
振
替
は
、
支
払
う
手
間

を
省
け
、
支
払
い
忘
れ
を
防
ぐ

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

振
替
は
２
カ
月
に
１
度
で
、

検
針
月
の
翌
月
22
日(

休
業
日

の
場
合
は
翌
営
業
日)

で
す
。

　

申
込
は
通
帳
・
届
出
印
を
持

参
の
上
、
各
金
融
機
関
窓
口
で
。

問
合
せ
先　

上
下
水
道
営
業
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
１
４

０ や
相
談
窓
口
を
掲
載
し
て
い
ま

す
。

問
合
せ
先　

大
阪
府
居
住
企
画

課
☎
06
・
６
２
１
０
・
９
７
０

７


